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薬事法第2条14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する

医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)

当協会の運営につきましては、日ごろからご支援、ご協力を頂きお礼申し上げます。

さて、標記のことについて、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課薬事監視指導班

長より通知がありましたのでお知らせします。
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公益社団法人日本動物用医薬品協会専務理事殿

薬事法第2条第 14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医

療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)

このことについて、厚生労働省医薬食品局長より別添写しのとおり通知がありました

ので、御留意いただくとともに、貴会会員ヘの周知方お願いします。
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農林水産省消費・安全局長殿
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薬事法第2条第H項に規定する指定薬物及ぴ同法第76条の4に

規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)

薬事法第2条第14項に規定する指定薬物等については、薬事法第2条第H項

に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令

(平成19年厚生労働省令第14号)において定めているところである。

本日、薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定す

る医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第

128号)が公布されたととに伴い、各都道府県知事、各保健所設置市長及び各

特別区長宛てに、別添写しのとおり通知したので、貴職に給かれては、御了知

の上、関係機関に周知されるよう詫願いする。

薬食発1213第4号

平成25年12月13日

厚生労働省医薬食品局長

(公印省略)
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薬事法第2条第H項に規定する指定薬物及び同法第76条の4 に

規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)

薬事法(昭和託年法律第H5号。以下「法」という。)第2条第14項に規定

する指定薬物等については、薬事法第2条第M項に規定する指定薬物及び同法

第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第H

号。以下「指定薬物省令」という。)において定めているととろである。

本口、薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定す

る医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第

128号。以下「改主省令」という。)が別添のとおり公布されたので、貴職に

おかれては、下記事項について御了知の上、関係各方面に対する周知徹底及ぴ

適切な指導方御配慮願いたい。

薬食発1213第 1号

平成25年12月13日

厚生労働省医薬食品局長

(公印省略)

1.指定薬物の指定等

(1)新たに包括的に指定薬物を指定すること

次の物質群について、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当

該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人

の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあると認

められたことから、法第2条第H項に規定する指定薬物として指定したこ

と。
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2 ーアミノ'- 1-フェニノレープロパンー 1ーオン(以下「基本骨格」と

いう。)の.2位にアミノ基以外の置換基が結合していないか又は当該アミ

ノ基の代わりに次の表の第1欄に掲げるいずれかの置換基が1つ結合し、

かっ、 3位に水素以外が結合していないか又は同表の第2欄に掲げるいず

れかの置換基が1つ結合し、かつ、ベンゼン環.の2位から6位までに水素

以外が結合していないか又は当該ベンゼン環の2位、 3位若しくは4位に

伺表の第3欄に掲げるいずれかの置換基が1つ結合している物であって基

本骨格の2位、 3位及ぴ当該ベンゼン環にさらに置換基が結合していない

もの並びにとれらの塩類。ただし、次に掲げる物を除く(以下「カチノン
系化合物群」という。)。

イ覚Qい剤取締法(昭和26年法律第252号)に規定tる覚せい剤
口麻薬及ぴ向精神薬取締法(昭和28年法律第H号)に規定する麻薬及ぴ

向精神薬

メチルアミノ基

エチルアミノ基

ジメチルアミノ基

ジエチルアミノ基

メチノレエチノレアミノ基

1ーピロリジニル基

第 1欄

(2)指定された物質を含む物

(1)に掲げる物質のいずれかを含有する物(ただし、元来これらの物

質を含有する植物を除く。)は指定薬物であり、規制の対急となること

第2欄

メチル基

エチル基

(3)所要の規定の整理

指定薬物省令中、(1)に掲げる物質群に含まれることとなる次に掲げ

る21物質の名称を指定薬物省令から削除したとと。ただし、当該幻物質に

つぃては改正省令の施行後においても、(1)に掲げる物質群に含まれる

物質であることから法第2条第14項に規定する指定薬物であるととに変わ
りはないこと。

①右称:2 -(エチノレアミノ)- i-フェニノレブタンー 1 ーオン及びその

塩類

通称: N-EthylbuphθdTone、 NEB

②名称:2 -(エチルアミノ)- 1-(4 ーメチノレフェニノレ)プロパンー

1ーオン及びその塩類

通称:4-Methylethcathinone

③名称:2 ーエチノレアミノー 1-(3,4 ーメチレンジオキシフェ゛ニノレ、)

メチル基

エチノレ基

メトキシ基

メチレンジオキシ基

フッ素原子

塩素原子

臭素原子

ヨ.ウ素原子

第3欄

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6



プロパンー1ーオン及びその塩類

通称: bk-M加A

④名称:1-(4 」エチルフェニノレ)- 2 -(メチノレアミノ)'プロパンー
1ーオン及ぴその塩類

通称:4-Ethylmothcathinono

⑤名称:2-(ジメチルアミノ)- 1-(4ーメチルフェニノレ)ブタンー
1ーオン及びその塩類

通称:4-Methyl-N-methylbuphedrone

⑥名称:2 -(ジメチルアミノ)- 1-(3,4 ーメチレンジオキシフェ
ニノレ)プロパンー 1一才ン及びその塩類

通称: bk-MDDMA

⑦名称:1-フェニノレー 2 -(ピロリジンー 1ーイノレ)ブタンー 1ーオン
及ぴその塩類

通称:α一PBP

⑧名称・:1 -(3 -フノレオ.ロフェニノレ)- 2 -(メチルアミノ)プロパン
1ーオン及ぴその塩類

通称:3-Fluor0難ethcathinono、 3-FMC

⑨名称.1-(4 -フノレ才口フェニノレ)- 2 -(メチルアミノ)プロパン

1ーオン及ぴその塩類

通1弥'、:4-FIU01'olne土hcathinono、 4-FMC

⑩名称:1-(4 ーブロモフェニノレ)- 2 -(メチノレアミノ)プロパンー1

ーオン及びその塩類

通1氷: Brephedrone、 4-Bromolne土hC且thinone

⑪名称:2-(メチノレアミノ)- 1-フェニノレブタンー 1 ーオン及びその

塩類

通称: BuphedTone

⑫名称:2-(メチルアミノ)-1-フェニノレペンタンー1ーオン及ぴその

塩類

通称: pentedtone

⑬瑠称:2 -(メチノレアミノ)-1-(4 ーメチルフェニノレ)ブタンー1-
オン及ぴその塩類

通称:4-MethylbⅡPhedt0訂e

⑭名称:2 ーメチルアミノー 1-(3,4 ーメチレンジオキシフェニル)

ブタンー1ーオン及びその塩類

通称: bk-MBDB、 Butylone

⑮名称:2 -(メチノレアミノ)-1-(3,4 ーメチレンジオキシフェニ

ル)ペンタンー1ーオン及びその塩類

通え珎: pentylone

⑯名称:1-(4 ーメチノレフェニル)- 2 -(ビロリジンー 1 ーイノレ)プ

ロパンー1ーオン及ぴその塩類



通称:デスこニチノレピロバレロン、 4-Meppp

⑰名称:1-(3,4 ーメチレンジオキシフェニノレ)- 2 -(ピロリジン
1ーイノレ)ブタンー 1ーオン及びその塩類

通称': MDPBP

⑱瑠称.1-(3,4ーメチレンジオキシフェニル)- 2 -(ピロリジン
1ーイノレ)プロパンー 1ーオン及びその塩類

通称: MDPPP

⑲名称:1-(4 ーメトキシフェニノレ)- 2 」(ジメチルアミノ)プロパ
ンー1ーオン及びその塩類

通称:4-Methox.y-N,N-dimethylca士hinone、 N-Methylme土hedrone

⑳畠称:1-(4 ーメト寺シフェニル)- 2 -(ピロリジンー 1 ーイノレ)
ペンタンー1ーオン及びその塩類

通称:4-Meo一α一PVP

⑳名称:1-(4 ーメトキシフェニル)- 2 -(メチノレアミノ)プロパン
1ーオン及びその塩類

i重1氷:4-Methoxymeth0日thinone、 Methedtone

(4)犯罪鑑識の用途

(5)(,1)から(4)までに掲げる用途のほか、以下の表の左欄に掲げる物

にあっては、右欄に掲げる用途

2.医療等の用途の規定

上記1.(1)及び(2)に示した物質にっいて、歌に掲げる用途を法第

76条の4に規定する医療等の用途として定めたこと。

(1)次に掲.げる者に給ける学術研究又は試験検査の用途

①国の機関

②地方公共団体及びその機関

③学校教育法(昭和詑年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専

門学校並ぴに国立大学法人法(平成15年法律第Ⅱ2号)第2条第4項に

規定する大学共同利用機関

④独立行政法人通則法(平成Ⅱ年法律第103号)第2条第1項に規定t

る独立行政法人及ぴ地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2

条第1項に規定する地方独立行政法人

(幻法第冊条第4項に規定する試験の用途

(3)法第76条の 6第1項に規定する検査の用途



カチノン系化合物群(基本骨格の2位

にジメチルアミノ基、ジエチルアミノ

基、メチルエチノレアミノ基又は1ービ

ロリジニル基が結合している物を除

く。)及びこれらを含有する物

(田(1)から.(5)までに掲げる用途のほか、厚生労働大臣が人の身体に

対する危害の発生を伴う船それがないと認めた用途

3.施行期日

公布の日(平成25年12月13日)から起算して30日を経過した日(平成26年

1月12日)から施行すること。

元素又は化合物に化学反応を起こ

させる用途
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改
正
す
る
。

第
一
1
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
削
り
、
第
二
士
ハ
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
二
ι
号
か
ら
第

二
究
号
ま
で
を
Ξ
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
三
十
号
を
削
り
、
第
三
十
一
号
を
第
二
t
号
と
し
、
第
三
十
二
号
か
ら

第
四
十
八
号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
四
究
号
及
び
第
五
十
号
を
削
り
、
第
五
十
一
号
を
第
四
十
五
号
と
し
、

讐
十
二
号
か
ら
第
六
十
四
目
ま
で
を
六
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
堕
ハ
十
五
号
を
削
り
、
螢
ハ
十
六
号
を
第
五
十
九
号
と

し
、
塑
ハ
十
七
号
か
ら
饗
ハ
究
号
ま
で
を
七
四
子
つ
繰
り
上
げ
、
第
七
十
号
馨
雫
ナ
一
号
を
削
り
、
築
十
二

号
を
塑
ハ
十
三
号
と
し
、
篭
十
Ξ
号
か
ら
望
t
号
ま
で
を
九
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
望
十
八
号
を
削
り
、
第
七

大
号
を
篁
ハ
究
号
と
し
、
第
八
十
号
か
ら
第
八
十
Ξ
号
ま
で
を
十
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
八
十
四
号
か
ら
第
ハ
十

八
号
ま
で
を
削
り
、
第
ハ
式
号
を
第
七
十
四
昌
と
し
、
美
十
号
を
削
り
、
笂
十
一
号
を
響
十
五
号
と
し
、
第

九
十
二
号
か
ら
美
十
五
号
ま
で
を
土
ハ
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
笂
士
ハ
号
及
ひ
第
九
十
七
号
を
削
り
、
託
十
八
号

を
第
八
十
号
と
し
、
究
究
号
か
ら
第
百
二
号
ま
で
を
十
八
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
百
三
号
を
削
り
、
第
百
四
号
を

第
八
十
五
号
と
し
、
第
百
五
号
を
削
り
、
築
百
六
号
を
第
八
士
ハ
号
と
し
、
第
百
七
号
を
第
八
τ
号
と
し
、
第
百
八

号
を
第
八
十
八
号
と
し
、
第
百
九
号
を
削
り
、
第
百
十
号
を
第
八
究
号
と
し
、
第
百
十
一
号
か
ら
第
百
十
八
号
ま
で

を
二
十
一
子
つ
繰
り
上
げ
、
第
百
究
吊
「
悲
に
」
を
「
荏
」
に
、
「
物
馨
」
を
「
も
の
並
ぴ
に
」
に
、
〔
覚

せ
い
剤
取
讐
」
を
「
覚
せ
い
剤
取
誓
に
改
め
、
同
号
を
託
十
八
号
と
し
、
第
百
二
十
串
「
並
び
に
」
を
「
及

、

、

び
」
に
、
「
物
馨
」
を
「
も
の
並
ぴ
に
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
取
誓
を
「
覚
せ
い
剤
取
誓
」
に
改
め
、
同
号
を
努

十
九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
玖
の
一
号
を
加
え
る
。

百
二
ー
ア
ミ
ノ
ー
一
 
1
フ
エ
ニ
ル
ー
プ
ロ
パ
ン
ー
一
ー
オ
ン
(
以
下
こ
の
号
及
ひ
第
二
条
第
五
号
に
お
い
て
「
基

本
籍
」
と
い
う
J
の
二
位
に
ア
ミ
ノ
基
嫌
の
置
換
墓
が
結
合
し
て
い
な
い
か
又
は
当
該
ア
ミ
ノ
基
の
代
わ
り

に
次
の
表
の
第
一
樹
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
ー
が
一
つ
結
合
し
、
か
つ
、
三
位
に
水
素
嫌
が
麺
口
し
て
い

な
い
か
又
捻
同
表
の
第
二
網
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
ー
が
一
つ
結
合
し
、
か
つ
、
ベ
ン
ゼ
ン
環
の
一
一
位
か
ら

六
位
ま
で
に
奎
卦
が
結
合
し
て
い
な
い
か
又
は
当
骸
ベ
ン
ゼ
ン
環
の
二
位
、
Ξ
位
若
し
く
は
四
位
に
同
表
の

第
三
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
催
豊
が
一
つ
結
合
し
て
い
る
物
で
あ
っ
て
基
本
骨
格
の
二
位
、
三
位
及
ぴ
当
該

ベ
ン
ゼ
ン
現
に
さ
ら
に
置
器
が
焚
口
し
て
い
な
い
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の
塩
類
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
物
を

階
(
第
二
条
第
五
号
に
お
い
て
「
カ
チ
ノ
ン
需
<
易
群
」
と
い
う
。
)
。

、
 
1

イ
覚
せ
い
剤
取
讐
に
規
定
す
る
覚
せ
い
剤

口
寮
及
ひ
1
取
讐
に
規
定
す
る
廃
条
向
墾

告

報

令

官

气

山
町
か
ら
島
根
県
八
束
郡
玉
爵
ま
で

示

六
一
ー
ビ
ロ
リ
ジ
ニ
ル
基

第
一
ミ
百
二
十
一
号
を
第
百
一
号
と
す
る
。

第
二
条
第
五
号
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

鳥
取
県
西
伯
郡
大
山
町
か
禽
根
県
八
束
郡
玉
瀞
ま
で

、

第

メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
基

エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
基

ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
墓

ジ
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
墓

メ
チ
ル
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
墓

附
リ

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
急
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
棚

莅
、
貫
等
の
謡
に
関
す
る
法
律
(
誘
十
Ξ
年
法
1
十
五
号
)
第
四
十
四
条
一
項
竿
Ξ
号
の
梨

食
庁
・

(
社
債
、
隻
等
の
振
替
に
関
す
る
、
1
四
十
四
希
】
項
筆
三

霞
十
五
年
堂
口
示
第
三
号

に
基
づ
ぎ
、

号
の
規
定
に
基
づ
き
口
座
管
鏗
機
関
を
甕
す
る
件
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

金
倖
長
官
割
美
郎

殻
二
十
五
年
二
月
十
三
日

法
契
臣
谷
垣
禎
一

聖
臣
麻
生
太
郎

ノ
ー
ド
ド
イ
チ
エ
ラ
ン
デ
ス
バ
ン
ク
ジ
ロ
セ
ン
ト
一
ブ
ル
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

カ
ン
ト
ナ
ー
ル
ヴ
す
ド
ス
ィ
ス
連
邦
口
ー
ザ
ン
ヌ
市
プ
ラ
ス
サ
ン
ー
フ
ラ
ン
ソ
ワ
十
四

バ
ン
ウ

ワ
ー
ズ

ム
正
費
取
裂
者
員
庁
会
告
示
篁
ハ
号

日
本
記
録
メ
デ
ィ
風
品
公
正
哥
協
議
会
か
ら
、
否
景
県
及
ぴ
雪
表
示
防
止
法
(
紹
三
生
年
法
鴛

百
三
十
四
号
)
第
一
条
第
一
項
の
墾
に
基
づ
く
記
録
メ
デ
ィ
ア
製
品
の
衷
示
に
関
す
る
公
正
輯
1
 
(
霊
五

年
公
正
取
裂
員
会
告
示
第
三
号
)
を
股
二
十
五
年
一
月
二
1
i
臼
を
も
っ
て
廃
止
し
た
旨
の
繋
昂
あ
っ
た
の

で
告
示
す
る
。

霞
二
十
五
年
二
月
十
三
日

公
正
哥
委
員
会
委
員
長
業
尋

饗
者
庁
長
官
阿
南
久

0
国
奏
厶
安
委
員
会
告
示
第
四
十
七
号

道
讐
喪
(
霜
三
十
五
疾
璽
百
五
邑
第
百
十
条
第
一
項
の
墾
に
基
づ
貫
霊
十
一
年
国
家
公
安
委

員
会
告
示
里
ハ
号
(
1
1
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
ぎ
ー
ー
を
甕
す
る
件
)
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

霊
二
十
五
年
二
月
十
三
日

国
家
公
安
委
員
会
員
長
古
屋
圭
司

に
改
め
る
。

鳥
取
吏
局
か
ら
同

を

鳥
取
県
西
伯
奨

第
二
欄

メ
チ
ル
基

エ
チ
ル
基

告

元
素
又
は
化
合
物
に
輩
反
応
を
起
こ
さ
せ
る
用
途

塩
棄
原
子

臭
棄
原
子

ヨ
ウ
素
原
子

第
一
号
の
表
九
号
の
串

市
嶋
ま
で

第
三
網

メ
チ
ル
基

エ
チ
ル
基

メ
ト
キ
シ
基

メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
基

フ
ッ
素
原
子

五四
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